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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２７年１月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年３月１９日 １３時３０分ごろ 

発生場所 速吸
はやすい

瀬戸 

 愛媛県伊方
い か た

町所在の佐田
さ だ

岬灯台から真方位２７７°３.０海里

（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°２０.９′ 東経１３１°５７.３′） 

事故調査の経過  平成２５年３月２２日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二十一住宝
すみほう

丸、２９６トン 

   １３６５７３、住宝丸活魚運搬株式会社 

   ４７.００ｍ（Lr）×８.６０ｍ×３.８０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、７３５kＷ、平成１５年２月２０日 

Ｂ 漁船 西尾
に し お

丸、２.６トン 

   ＯＴ３－４７８０２（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.９５ｍ（Lr）×２.３０ｍ×０.８４ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、１９４kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６

１年３月２８日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ 男性 ４２歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１９年１２月２７日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年１１月３０日 

    免状有効期間満了日 平成２９年１２月２６日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ７１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５２年２月４日 

    免許証交付日 平成２１年１月２６日 

           （平成２６年５月３１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 右舷中央部ブルワークに小破口を伴う凹損等 

Ｂ 船首部を圧壊 
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 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、平成２５年３月

１９日１０時１５分ごろ長崎県佐世保市佐世保港に向けて愛媛県宇和

島市宇和島港を出港し、航海士Ａが、佐田岬東南東約５～６Ｍ沖で船

長Ａと交替して単独の船橋当直に就き、約１０ノット（kn）の速力

（対地速力、以下同じ。）で西北西進した。 

 航海士Ａは、１３時１０分ごろ、佐田岬南方沖の速吸瀬戸で、伊予

灘西部の推薦航路線に沿う約３３３°（真方位、以下同じ。）の針路

に向けるため、右転を開始しようとしたところ、右舷船首方に２つの

漁船群を認めたので、それらを避けて針路を約３０５°とし、自動操

舵で航行を続けた。 

 航海士Ａは、１３時２５分ごろ６Ｍレンジに調整したレーダーで右

舷船首約４５°約１ＭにＢ船を認め、Ｂ船がＡ船に接近していること

に気付いたが、小型漁船であるＢ船がＡ船を避けてくれるものと思

い、同じ針路及び速力で航行を続けた。 

 航海士Ａは、Ｂ船が約０.５Ｍに接近しても、Ｂ船に避航動作が見

られないので、手動操舵に切り替え、同じ針路及び速力で航行中、Ｂ

船が更に接近するのを見て、衝突の危険を感じて機関を中立とした。

Ａ船は、１３時３０分ごろ、佐田岬灯台から２７７°３.０Ｍ付近

で、その右舷中央部とＢ船の船首部とが衝突した。 

 船長Ａは、船長Ｂの負傷状況と両船の損傷を確認し、１３時４５分

ごろ海上保安庁へ事故を通報した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、佐田岬北西方沖の速吸瀬戸の漁

場で操業を終え、１３時２０分ごろ同漁場を発し、大分県大分市佐賀

関漁港に向けて約１１kn の速力で南南西進した。 

 船長Ｂは、１３時２５分ごろ、前方に他船を見掛けなかったことか

ら、自動操舵に切り替えて船尾甲板に移動し、前方を向いて右膝をつ

いた姿勢で漁具の修理を始めた。 

 Ｂ船は、船長Ｂが、時折顔を上げて周囲を見ながら、漁具の修理を

行っていたところ、Ａ船と衝突した。 

 船長Ｂは、衝突のショックで左舷側通路にうつ伏せに倒れた。 

 船長Ｂは、停止したＡ船にＢ船を接舷し、巡視艇と合流後、Ａ船か

ら離れ、来援した所属漁業協同組合の船が伴走する状態でＢ船を操船

し、１５時３０分ごろ帰港した。 

 船長Ｂは、病院で右肘部、頭部等の打撲と診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ２、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

 その他の事項  船長Ｂは、Ｂ船の船体中央から船尾にかけての左舷舷縁上に波よけ

板があり、船尾甲板で膝をついた姿勢をとった場合、波よけ板が眼高

とほぼ同じ高さになり、また、操舵室で死角（視界が制限される状
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態）が生じるので、船首方から左舷船尾方にかけての範囲が見えない

状況であった。 

 船長Ｂは、救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、速吸瀬戸を西北西進中、航海士Ａが、右舷船首方約１Ｍに

Ｂ船を認めたものの、小型漁船であるＢ船がＡ船を避航してくれるも

のと思い、同じ針路及び速力で航行を続けたことから、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

 Ｂ船は、速吸瀬戸を南南西進中、船長Ｂが、前方に他船を見掛けな

かったので、船尾甲板に移動し、船首方から左舷船尾方にかけての範

囲が見えない姿勢で漁具の修理を行っていたことから、Ａ船に気付か

ず、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、速吸瀬戸において、Ａ船が西北西進中、Ｂ船が南南西進

中、航海士Ａが、Ａ船に接近するＢ船を右舷船首方に認めたものの、

Ｂ船がＡ船を避航してくれるものと思い、同じ針路及び速力で航行を

続け、また、船長Ｂが、前方に他船を見掛けなかったので、船尾甲板

に移動し、船首方から左舷船尾方にかけての範囲が見えない姿勢で漁

具の修理を行っていたため、両船が衝突したことにより発生したもの

と考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・避航する立場にある船は、できる限り、早期に適切な避航動作を

とること。 

 ・航行中は、常時見張りを適切に行うこと。 
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愛媛県 大分県 

山口県 

福岡県 

付図１ 事故発生経過概略図 
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